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研究成果の概要（和文）：　南京国民政府下の首都南京で1934～36年に実施された不動産登記事業について、登記文書
を用いて復原し、その特色と中国史上における意義を明らかにした。
　従来、ある土地の正当な所有権者であることを証明する責任は、所有権者自身が負っていた。そのため、正当な所有
権者であることの由来を証明する新旧の売買契約書や政府発行の証明書すべてを、所有権者自身が保管していた。しか
し本登記事業は、上記の売買契約書や政府の証明書すべてを地政機関が保管することに変更し、正当性の由来を証明す
る責任は政府が負うようになった。これが、本登記事業の中国史上における意義の一つである。

研究成果の概要（英文）： The land registration project was carried out at the city of Nanking, the 
capital of Kuomintang Government, from 1934 to 1936. We have reconstructed the procedure of registration 
and have cleared the distinctive features of this project in Chinese history.
 It had been necessary for each land owner to be responsible for establishing that he/she was a rightful 
owner by keeping all title deeds and other necessary documents new and old before this project. Instead 
of each owner, the Nanking City Government, especially the bureau in charge of land administration has 
become responsible to establish he/she is the rightful owner by keeping the deeds and documents above 
after this project. This change was of importance for the land system in Chinese history.
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１．研究開始当初の背景 
(1) 近代日本の内地を対象とする土地調
査・整理事業や土地制度近代化の研究は、
日本人研究者による分厚い蓄積がある。一
方、日本内地以外の近代東アジアにおける
土地調査・整理事業や土地制度近代化につ
いては、宮嶋博史・広川佐保・西英昭等の
研究があるが、いずれも日本人もしくは日
本への留学経験者（引用文献①の江丙坤）
による、日本の植民地等を対象とする、日
本語資料を利用したものが大部分である。
すなわち、中国大陸を扱ったものとしては、
引用文献②の笹川裕史のみである。笹川の
研究は、中国語資料を利用して中国大陸を
扱った先駆的研究として高く評価できる。
ただし中国の場合、大きな地域差と長い伝
統があり、また後述するように、申請者ら
が近年発見した、有用であるが未利用のま
まの文書資料が大量に残存していること
を考慮すると、検討すべき余地は多く残っ
ている。 

 たとえば伝統中国では、土地・人民を中央
集権的に把握することが志向されており、
魚鱗図冊のような近代的な地籍図や土地
台帳に類似するものが作られている。しか
し 20 世紀前半に大陸で作られた地籍図・
土地台帳については、従来、その残存情報
が皆無であったため、伝統中国における類
似物との単純な比較すら行われていなか
った。そのため、南京国民政府期の土地調
査・整理事業を、伝統中国と対比して位置
づける作業も行われていないのが現状で
ある。また、近代東アジアを通覧し、各地
域の土地制度近代化を比較した本格的研
究が出ていないのも、近代中国の土地制度
近代化に関する研究の相対的不足にもと
づく。したがって、19 世紀までの伝統中
国の時期と 1949 年の中華人民共和国建国
以降の時期とを架橋して通時的理解を深
めるうえで、そして 19 世紀後半から 20 世
紀前半における東アジア地域全体を視野
に入れた同時代史的比較を進めるために
も、近代中国の土地制度近代化の試みをよ
り掘り下げて検討する必要がある。 

 
(2) また、従来の通説では、解放前の中国に
は＜村の土地＞が存在しないと理解され
ている。しかし 2009 年に広東省高要市（旧
高要県）の旧金東囲で、申請者らが実施し
た古老への聞取り調査によって、「ラン」
と呼ばれる＜小字＞レベルに相当する土
地区画（最末端レベルである＜一筆耕地＞
よりも一つ上位の区画）は、特定の村に固
定的に帰属していること；＜小字＞から得
られる収益は村の収入となり、村の公的支
出に供されること；等の仮説を得た。中国
の＜小字＞レベルを対象とする研究は、文
献史料がほとんど存在しないために、これ
まで行われてこなかったが、古老に対する
詳細な聞き取りを実施することで中国農

村社会に関する新たな地平が開かれる可
能性がある。 

 
＜引用文献＞ 
① 江丙坤『台湾地租改正の研究』東京大学
出版会，1974 年 

② 笹川裕史『中華民国期農村土地行政史の
研究』汲古書院，2002 年 

 
２．研究の目的 
(1) 近代東アジア諸地域で実施された、土地
の調査・整理事業および土地制度近代化の
試みのうち、研究状況が相対的に手薄であ
る中国大陸のそれについて、1930 年代中葉
から 40 年代後半における南京市の土地調
査・整理事業（特に 1934～36 年の不動産
登記事業）を対象に考察を加える。そして
これを通じて、本事業において志向された
土地制度のあり方を、古代から現在に至る
中国史上のなかに定位する。 

 
(2) 伝統社会には＜土地の近代的所有＞の
範疇に収まらない、各地域に固有の事象が
多々あるが、伝統中国に関するそれらの知
見を、開発事業や土地調査事業の際に作成
された文献資料と、農村の古老への採訪調
査とを活用して、実証的かつ具体的に提示
する。 

 
３．研究の方法 
(1) 1930 年代中葉から 40 年代後半の南京市
街地を対象とする土地の調査・整理事業
（特に 1934～36 年の不動産登記事業）で
作成された毎筆の土地（主に所有権）に関
する登記文書を、台北の国史館で収集して
分析を加えるとともに、登記文書をデータ
ベース化して 1936 年作製の地籍図と照合
し、土地の調査・整理・登記のあり方を具
体的に復元する。 

 
(2) 広東省高要市（旧高要県）の旧金東囲に
ついては、＜売買不可の村の土地＞の土地
改革前夜の状況とそれ以降の変遷とを解
明するために、古老の採訪と村絵図・地籍
図・衛星画像等を用いた実地踏査とを実施
する。 

 
(3) 南京市郊外の中洲については、20 世紀前
半の開発過程とそこで生じた地権の＜永
佃権＞等への分割過程を解明するために、
実地踏査とともに文献資料を活用した研
究を進める。 

 
４．研究成果 
(1) 南京国民政府下の首都南京で 1934～36
年に実施された不動産登記事業を原文書
から考察し、①近代南京の土地登記史にお
いて、上記の不動産登記事業に先立って制
定された 1933 年の「南京市不動産登記条
例」は大きな画期であったが、その直前の



画期としては、19 世紀後半の太平天国後に
おいて江寧善後総局が行った「執照」発給
事業が該当するとの仮説を提示した。②一
筆の土地区画における境界線の位置を、詳
細な調査と正確な測量によって描いた戸
地図が登場したことは、都市住民に境界線
の厳密な位置に対する関心を引き起こし
たと推測した。また、その後の不動産売買
にとって、かかる詳細な戸地図は必要不可
欠となり、その意味で戸地図を作製・保管
する地政機関の不動産売買への関与は不
可避のこととなっていくという見通しを
得た。③農村と比べた場合の都市不動産の
特性として、一筆の土地区画における建物
価格は一般に土地価格よりも高いため、土
地と建物を一緒に売買する場合、それは土
地の売買というよりも、建物の売買として
当事者に認識されていた可能性を指摘し
た。④登記完了後に不動産所有権者の手元
に残る書類は、地政機関が発給した戸地図
と所有権状のみとなり、所有権の正当性の
由来を証明する古い売買契約書や政府発
行の古い証明書は地政機関に保管される。
これは、所有権の正当性を証明する責任を
事実上所有権者が負っていた伝統中国の
あり方を大きく変更し、地政機関、すなわ
ち政府が証明責任を負うようになったこ
とを意味すると推測し、本登記事業の中国
史上における意義を指摘した。以上、不動
産の都市的特性、および当該登記事業の新
機軸について多くの新知見を獲得するこ
とができた。 

 
(2) 広東省旧金東囲での調査では、土地改革
前の＜村の土地＞に関する新知見を得た。
すなわち、①一筆耕地の＜所有権＝管業権
＞は自然村を超えて個人レベルで売買さ
れる。しかし所有権とは別に、「ラン」（日
本の小字に相当）と呼ばれる土地区画には、
売買されない＜管理権＞が存在し、この管
理権は各自然村が保持していた。そして、
一筆耕地の所有権が売買によって他村の
村民に移っても、自然村が有する＜小字＞
の管理権には影響を与えない。②自然村と
＜小字＞との間のいかなる具体的関係に
もとづいて、自然村が＜小字＞の管理権を
もつのかの問題については、次の仮説を得
た。すなわち、旧金東囲では、収穫期にお
ける作物の盗難防止のための活動（巡視す
る「老更」の募集）が、＜小字＞を単位に
して、自然村が主体となって行われていた。
そして、盗難を被った場合の耕作者への補
償も、自然村が募集した「老更」によって
行われていた。この＜小字＞レベルにおけ
る農業経営の安全確保という具体的関係
にもとづいて、＜小字＞に対する管理権を
自然村が保有していた、と。以上は、土地
改革前の中国には＜村の土地＞がないと
する通説を再考させる重要な知見である。 

 

(3) 20世紀前半の南京付近の中洲開発におけ
る地権の分化（一田両主制＝「永佃権」の
形成）については、開発のための大部分の
資金・労働力を佃農が提供するだけでなく、
堤防や土地区画の青写真を含む開発の全
体プランを佃農が策定していたことを明
らかにした。従来の佃農像は貧しい農民と
して描かれていたが、開発の全体プランを
策定できる力量をもつ佃農像を提供する
ことができた。 
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